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諸外国の海洋石油・天然ガス開発
に係る環境影響評価について 
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本日のご報告内容 

 
n大水深海底鉱山保安対策調査事業の概要 

 
 
n開発先進各国の環境影響評価に関する制度（法令等） 

 
 
n開発先進各国の環境影響評価書の内容 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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n 磐城沖（1983-2010） 

n 岩船沖（1990～ ） 
 
 
 

n 阿賀沖北（1984-1993） 
 
 
 

n 阿賀沖（1974-1998） 

出所：http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf 

沖合4km 
水深36.2m 

沖合40km 
水深154m 

沖合約16km 
水深90m 

沖合約11km 
水深80m 

日本の海洋油ガス田 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g71121d06j.pdf
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p背景 
n 予定される改正鉱業法のレビュー、平成30年に改訂が予定されて

いる「海洋基本計画」「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」などに
より、大水深の海域での開発への期待 

n わが国のEEZ内の開発を見据え「陸域・浅海」から「海域・深海」へ
の開発移行と、3Dなどの探鉱技術の進歩により、新たな国内資源
となる 

n 平成22年4月に発生した米国メキシコ湾内の大水深海底における
石油天然ガスの暴噴・漏洩事故における甚大な環境への影響 
 

 
p調査概要 

n 平成25年度～平成27年度の3年計画。平成27年度で終了。 
n マコンド事故等大規模災害を踏まえ、国内外における大水深海洋

石油天然ガス開発に対するリスク評価の見直し状況、保安対策の
最新動向および法規制動向について調査し、今後取り組むべき対
策や保安技術開発のあり方について検討。 

大水深海底鉱山保安対策調査 

（マコンド事故） 

新規海底鉱山の開発への期待 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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大水深海底鉱山保安対策調査 

１．開発先進各国の環境影響評価制度 

Ø 環境影響評価の制度と海洋における石油・天然ガス開発 

Ø 制度を所管する機関 

Ø 法制度で定められている事項 
 

２．開発先進各国の環境影響評価書の内容 
Ø 影響評価の手法 

Ø 影響評価の対象となる項目 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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JOGMEC 海底油田の世界的現状 
(http://oilgas-nfo.jogmec.go.jp/pdf/3/3652/1008_out_offshore_oilfield_trend.pdf) より作成 

開発先進各国の環境影響評価制度 
n 調査の対象とした開発先行国 

1. 英国 

2. ノルウェー 

3. 米国 

4. ブラジル 

5. オーストラリア 

6. 南アフリカ 

7. インドネシア 

8. マレーシア 
 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex


7 

n 環境影響評価の制度と海洋における石油・天然ガス開発 
調査対象とした全ての国で法に基づく環境影響評価が求めら
れているが、その制度は以下の2種類に大別できる 
Ø 一般的な環境影響評価の法制度のもとで環境影響評価

が実施される場合 
Ø 石油・天然ガス開発事業を対象とした法制度により環境

影響評価が実施される場合 

開発先進各国の環境影響評価制度 

n 制度を所管する機関 

Ø 我が国のように、一つの機関が事業種にかかわらず環
境影響評価を所管しているのは、ブラジルのみ 

Ø その他の国では、海洋の石油・天然ガス事業を所管す
る省庁が環境影響評価も所管していた 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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事業者の環境影響評価書等の審査 

環境影響評価の 
実施制度 環境省関連機関 海洋の石油・天然ガス

事業を所管する省庁 

一般的な環境影響 
評価制度 － 

マレーシア 
インドネシア 
米国 

石油・天然ガス 
開発事業 

を対象とした制度 
ブラジル 

オーストラリア 
英国 
ノルウェー 
南アフリカ 

各国の環境影響評価制度と所管する機関 

マレーシア 
インドネシア 
米国 

ブラジル 

オーストラリア 
英国 
ノルウェー 
南アフリカ 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex


n 環境影響評価が求められる事業段階 
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英国 ノルウェー アメリカ ブラジル 南アフリカ オースト 
ラリア 

インド 
ネシア マレーシア 

探査 × × △ ○ 
○ 

○ 

× △ 

掘削 ○ × ○ ○ × ○ 

開発 
・生産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

廃止 △ ○ △ 不明 不明 不明 △ 

注： ○；必須  △；個別に判断  ×；不要 

開発先進各国の環境影響評価制度 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価制度 
n 法制度で定められている事項 

環境影響評価書に記載すべき内容について、法制度によ
る規定を調査 
 
Øブラジル、マレーシア、インドネシアについては、法的に

定められた環境影響評価書に記載すべき事項は、確認
できなかった 
 
Øその他の各国については、事業の概要等について具体

的な記載内容を定めているが、影響評価の方法、評価
すべき項目等については、具体的な要求事項は確認で
きなかった 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価制度 
n 法制度で定められている環境影響評価書に記載すべき事項 

• 事業概要 
• 関連法令 
• 現況 
• 環境影響 
• 緩和策 
• 住民参加 
• 緊急時 
• 廃棄 
• 不確実事項 
• 代替案 
• モニタリング 
• 要約 
• 付録 
• その他 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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事業段階 英国 ノルウェー 米国 ブラジル オーストラリア 

探査 －※ －※ 3 3 

2 
事業段階の 

区別なし 

掘削 6 3 3 3 

開発・生産  4※※  3※※ 3 3 

廃止 2 2 3 －※ 

小計 12 8 12 9 2 

合計 43 
※ 法令等による要求事項でないため作成されておらず 
※※ 掘削とあわせて評価書を作成 

n 環境影響評価書等の収集事例 

開発先進各国の環境影響評価書の内容 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n収集した事例・英国の場合 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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Image Landsat 

  
  

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA,GEBCO 

開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n収集した事例・英国の場合 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n リスクマトリクス （例） 

多い 
↑ 

発生頻度 
↓ 

少ない 

大←   影響の程度   →小 

高いリスク 中程度の 
リスク 

低いリスク 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法による整理 

 
Ø 「影響の程度」×「発生頻度」の組合せによる、 

「リスクマトリクス」を用いたリスク評価を実施 
• 英国、オーストラリア 

Ø リスクマトリクスを使用していないが、他の共通の指標
により影響評価を実施 
• 米国、ブラジル 

Ø  事例により異なる 
• ノルウェー 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法 
英国 • 全ての事例でリスク評価が実施されている。 

• 英国では、UKOOA のENVIRONMENT COMMITTEEによる「Environment Risk 
Assessment Guidelines」が1999年に公開されて以降、リスク評価は環境影響評価
の手法として一般的となっている。 

ノルウェー 
 

• 通常時について、リスク評価は実施されていない。 
• 評価手法は事例により異なる。 
• なお、ヒアリングによれば、事業を所管する石油エネルギー省は影響評価の手

法を重視していない、との情報もある。 

米国 
 

• 通常時について、リスク評価は実施されていない。 
• 環境基準等の法令を順守しているかにより、評価が行われている。 

 

ブラジル 
 

• 通常時について、リスク評価は実施されていない。 
• IBAMAが公開している基準により評価が行われている。 

 

オーストラリア 
 

• リスク評価が実施されている。 
• OPGGS（環境）規則において、リスクに対するALARPの達成が求められている。

ALARPの達成に関する説明が合理的かつ容易に実施できると考えられることか
ら、一般的にマトリクスを使用したリスク評価が行われているものと推察される。 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法：英国の場合-1 

リスク評価という手法は共通しているが、その内容は事例
によりさまざまである。 
⇒ リスクを判断するための「影響の程度」の指標 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法：英国の場合-2 

リスク評価という手法は共通しているが、その内容は事例
によりさまざまである。 
⇒ リスクを判断するための「発生頻度」の指標 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法：英国の場合-3 

リスク評価という手法は共通しているが、その内容は事例
によりさまざまである。 
⇒ 「リスクマトリクス」 

例 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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Project name        ： North Uist Exploration Well Environmental Statement 
Undertaker name     ： BP Exploration Operating Company Limited (BP) 
Statement prepared by ： Genesis Oil and Gas Consultants Ltd. 
前頁の表の左端の事例 

開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法：英国の場合-4 

 リスクマトリクスの例 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の手法：ブラジルの場合 

 IBAMAが公開した判断基準により評価が行われている 
 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 

 
Ø 英国、ノルウェー、オーストラリアの3か国では、環境影

響評価書の作成に先立ち、事業者（オペレーター）、実
作業担当社（コントラクター等）、環境コンサルタント等
により、環境影響に関するENVIDワークショップ※が行
われるケースがある 
 

Ø EISに記載する評価項目はENVIDの結果から事業者

及び環境コンサルタントが選定するが、事業を所管す
る省庁・部署の指導により評価項目を追加する場合等
がある。 

 
 ※Environmental Identification workshop 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 

 
Ø 米国においては、事業段階により評価対象となる項目

はほぼ同一であり、底生生物の生息状況など、事業箇
所の特性に応じて項目が追加されている 
 

Ø ブラジルにおいては、事業者が項目を選定・決定する
が、項目が不足している等の場合は、所管する省庁で
あるIBAMA が指導する 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex


開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 各国の比較 
英国 • ENVIDワークショップの結果を参考に選定する。必要に応じて、DECCが指導す

る。 
• 生物については、主にEC指令であるThe Habitats Directive及びThe Birds 

Directiveを参照して選定。 

ノルウェー 
 

• 事業を所管する石油エネルギー省と協議を行うとともに、ステークホルダーから
の意見も考慮して決定する。ENVIDワークショップを実施する場合もある。 

• 生物については、Norsk Rødliste(Norwegian Red List)を参考にした選定を行って
いる事例（No.1：Hild）がみられた。 

米国 
 

• 各事業段階で評価対象となる項目はほぼ同一である。 
• 生物については、いずれの事例においても、絶滅の危機に瀕する種の保存に関

する法律(ESA:Endangered Species Act of 1973)を参照して選定。 

ブラジル 
 

• 事業者が判断・決定し、項目が不足している場合は、IBAMA が指導する。 
• 生物については、Portaria 444/2014、IN03/2003(哺乳類、鳥類、爬虫類等を対象)

及びPortaria 445/2014、IN05/2004、IN52/2005(魚類、海洋無脊椎動物等を対象)
等に記載のある種を参考に選定。 

オーストラリア 
 

• ENVIDワークショップの結果を参考に事業者が選定し、必要に応じてNOPSEMA
が指導。 

• 生物については、環境保護及び生物多様性保全法（EPBC法）及び野生動物保
護法に記載された保護種に関するリストを参考に選定。 

25 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex


開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 各国の特徴 
英国 • 「掘削」及び「開発・生産」では、全事例でリグの排ガスによる大気ヘの影響、泥

水の排出による水質への影響を選定していた。 
• 生物については、6事例中5事例で暴噴による鳥類への影響を抽出していた。 

ノルウェー • 「掘削」、「開発・生産」、「廃止」のいずれの事業段階でも、排ガスによる大気へ
の影響が全事例で選定されていた。 

• 掘削及び開発・生産では、暴噴による漁業への影響が全事例で選定されていた。 

米国 
 

• 底生生物の生息状況などの事業箇所の特性に応じて項目が追加される。 
• メキシコ湾では、希少な生態系である化学合成生態系の存在が確認されている

ことから、事業箇所近傍に希少な生態系が存在する場合には、項目として選定さ
れている。 

ブラジル 
 

• 漁業への影響が全事例で選定されていた。特に伝統漁業は長距離移動ができ
ないため、影響回避ができず生計手段の喪失につながる恐れがあり、重要な項
目と考えられている。 

• ウミガメは、絶滅危惧種に指定されており、多くの事例で取り上げられている。 

オーストラリア 
 

• 他国と比べ生物への影響を抽出することが多い（現行の制度による指標は確認
できず） 

26 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex


27 

開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目  探査（全6事例） 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目  掘削（全15事例） 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目  開発・生産（全13事例） 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目  廃止（全7事例） 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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事業段階 
（事例数） 

英国 ノルウェー 米国 ブラジル 

－※ －※ 26 27～33 

35～193 25～78 73～81 46～58 

28～175 18～60 55 39～79 

53～144 17～26 45 －※ 

※ 法令等による要求事項でないため作成されておらず 

n 各事業段階で影響評価の対象として選定されていた項目数 

開発先進各国の環境影響評価書の内容 

廃止（7） 

開発・生産 
（13） 

掘削（15） 

探査（6） 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 まとめ-1 
 
Ø 米国は、事業段階毎にほぼ同一の項目を選定 

Ø 英国、ノルウェー、ブラジルは、事例により評価項目数が異
なる 

Ø 特に英国は、事例により選定される評価項目数の差が大き
い 

Ø また、英国は評価項目が多く、ノルウェーは少ない傾向が
認められた 

 

http://enaa0:8888/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=AGIndex
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開発先進各国の環境影響評価書の内容 
n 影響評価の対象となる項目 まとめ-2 
 
Ø 各事例とも、全ての項目について同一の手法により予測

・評価を行っているわけではない 

Ø 今回調べた範囲では、現地調査により得られたデータを
利用し、シミュレーション等により定量的に予測を行って
いる項目は僅かであった 

Ø また、全体の1/3から半数の項目については、文献を引

用する等により数行の文章で予測・評価が終了している
事例も... 

⇒ 即ち、評価項目により予測・評価の内容には濃淡が
ある 
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環境影響評価書事例調査（自主事業） 
n 平成28年度以降も自主事業により収集調査を継続中 
Ø 今回得られた情報とは異なる評価手法に関する情報収集 
Ø より一般的な評価項目数、項目選定の考え方等の把握 

n 収集と分析は分離して実施 
Ø 諸外国で縦覧される環境影響評価書は公開期間が限定さ

れているため、先ず年間を通して継続的に収集を実施 
 

n 分析事例数を増やし、以下の3項目を実施 
(1) 評価手法についての共通点・相違点の分析 

(2) 広く選定されている評価項目、広く講じられている環境保全
措置についての整理・一般化 

(3) 最新の環境影響評価に係る情報の蓄積 
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諸外国の海洋石油天然ガス開発環境影響評価書の収集調査 

【目的】 
n 今後の日本国EEZ内での海洋開発において取り組むべき環境影響の評

価及び環境保全措置について検討する。 
【現状】 
n 海洋開発が商業ベースで実施されているのは、世界的に見ても沿岸で

の洋上風力発電を除けば石油・天然ガス開発のみ。したがって、日本に
おけるＥＥＺ内の海洋資源開発の際に、環境影響評価の考え方、評価手
法の参考となるものは世界の石油・天然ガス開発事業のもののみと考え
られる。 

n 収集する環境影響評価書は縦覧期間に制限が有るものもあり、時期を
外すとダウンロード不可となる。 

n 海外の石油天然ガス開発は、掘削地点を対象とする「点」の開発から、
パイプラインを敷設する「線」での開発、複数抗井の開発を前提とした海
底生産装置を設置する「面」での開発に移行しており、その環境影響評
価書は、メタンハイドレート、海底鉱物資源などの開発に際し参考となる
貴重な資料である。 
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【今後の方針と期待する成果】 
散逸が懸念される、海外の石油天然ガス開発における環境影響評価書を収
集分析することで、以下の成果が期待できる。 
 
■ 石油天然ガス開発先進国は、各国独自の法体系の元、環境影響評価書
を作成しているため、国を超えて俯瞰した資料は存在していない。各国の海
洋石油天然ガス開発における環境影響評価書を収集分析した資料は、海
洋開発を実施するうえで国際的なガイドラインとなることが期待できる。 
 
■ BBNJ等で議論が進んでいる「海洋生物多様性の保全及び持続可能な利

用」に関連し、環境影響評価書は各国の希少生物の評価方法を探ることが
できる数少ない資料となる。 
 
■ 現状環境影響に対する「調査手法」に関する研究は多くの報告がなされ

ているが、「評価方法」に関する研究報告は無く、今後本資料を元に評価方
法の研究分析を進めていきたい。 
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諸外国の海洋石油天然ガス開発環境影響評価書の収集調査 
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No.
事業
段階

名　　称
事業者

（オペレーター）
作成者

（コンサル）
離岸距離 水深 事業概要 評価方法 備考

1
開発
生産

Penguins Field Re-
development Project

Shell U.K. Ltd.

Environmental
Resources
Management Ltd
(ERM)
Shell U.K. Limited

150km 160-170m

北海北部に位置。
既設設備として、生産井9本・マニフォールド4基・フ
ローライン・アンビリカルが設置されている。
再開発では、坑井7～8本の掘削、FPSO･マニフォー
ルド4基・パイプライン・フローライン・アンビリカルの
設置が行われる計画である。

リスクアセスメントではない。
重大性（Magnitude)×重要性・脆弱
性(Importance/Sensitivity)
事故時は、重大性×発生頻度のリ
スクアセスメント

2 増産
Everest Field Increase in
Production

BG International
Limited

BG International
Limited
Xodus Group

217km 90m

北海中部に位置。
1993年にガス・コンデンセートの生産を開始。
生産井9本及び休止井7本があり、注入井はなし。
坑井の改良・プラットフォームでの圧縮システムの
アップグレード、プラットフォームの稼動率の向上、等
により、増産を図る。

リスクアセスメント
重大性（6段階）×発生頻度（5段
階）

3 増産 Beryl Area Production Increase
Apache Beryl I
Limited

Apache Beryl I
Limited

153km 95-122m

北海北部に位置。
1977年に生産を開始し、1988年に生産ピークを迎
えたBeryl Fieldにおける増産プロジェクト。
プラットフォームまたは移動式掘削ユニット（MoDU）
を利用し、生産井を掘削。

リスクアセスメント
重大性（4段階）×発生頻度（5段
階）

4 廃止
SNS Decommissioning Project:
Viking VDP1 and Loggs LDP1

Conoco Phillips (U.K.)
Limited

Conoco Phillips (U.K.)
Limited
BMT Cordah Lmited

55km 185m
北海南部に位置。
プラットフォーム8基・坑井29本・パイプライン16本、
坑井、カッティングスの撤去

リスクアセスメント
重大性（5段階）×発生頻度（5段
階）

Decommissioning Programme
Environmental Statement
Comparative Assessment

5 廃止 Janice, James and Affleck Maersk Oil UK Limited

Maersk Oil North Sea
UK Limited
Genesis Oil and Gas
Consultants Ltd.

275km 80m

北海中部に位置。

Janice：
セミサブ式浮体生産設備・坑井13本･坑口保護建造
物2基・アンカー13本・係留チェーン・マニフォールド・
パイプライン・カッティングス2,975m3等の撤去。
James：
坑井2本・坑口保護建造物2基・アンビリカル等の撤
去。
Affleck：
ライザー・アンビリカル等の撤去。

リスクアセスメントではない。
環境要素（脆弱な環境）及び影響要
因の特定から、影響を定性的に評
価し、管理策を検討するのみ。

Decommissioning Programme
Environmental Statement
Comparative Assessment

6 廃止 Athena Ithaca Energy 不明 116km 132m
北海中部に位置。
FPSO・生産井5本・休止井1本・マニフォールド・ライ
ザー・パイプライン・カッティングス1,548m3の撤去。

環境要素（脆弱な環境）及び影響要
因の特定から、影響を定性的に評
価し、管理策を検討するのみ。

Decommissioning Programme

2016年に公開された英国(U.K.)のアセス書整理事例一覧

影響評価の対象項目は、掘削
段階では27項目、開発・生産段
階では、38項目 

環境影響評価書事例（H28年度） 
n 英国の事例 
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英国の環境影響評価書事例（H28年度） 

事業名 オペレーター コンサルタント リスク評価 

Janice, James and Affleck 廃止 
H28-No.5 

MAERSK  
Oil UK 

Genesis Oil and Gas 
Consultants Ltd. 無し 

Leadon Decommissioning 
Environmental Statement 

廃止 
H27-No.2 

MAERSK  
Oil UK BMT Cordah 有り 

North Uist Exploration Well 
Environmental Statement 

掘削 
H27-No.1 BP Genesis Oil and Gas 

Consultants Ltd. 有り 

n 平成27年度に収集した英国の環境影響評価書は、すべて重大性×発生頻
度のリスクアセスメント手法が用いられていたが、平成28年度に収集した環
境影響評価書では、6事例中2事例で同手法が用いられていなかった。 

n この違いは、作成者であるコンサルタントや事業者によるものか、評価手法の
トレンドであるかなど、理由の把握には環境影響評価書の継続的な収集・分
析が必要と再認識された。 

n リスク評価以外の評価手法についても、環境影響評価書を集める対象を広げ
ることで今後分析を進めていきたい 
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まとめ（１）環境影響評価書分析でわかったこと 

n英国、ノルウェー、米国、ブラジル、オーストラリアの5ヶ国の法

制度に基づき作成された環境影響評価書を収集・整理した結
果、環境影響を評価する項目については、国に関係なく共通し
て評価対象となっている項目と、国ごとに特徴的に評価対象と
なる項目が確認できた。 
• 従って、我が国において同様の事業に係る環境影響の評

価を実施する際には、本調査により整理された、各国が共
通して評価対象としている項目と、我が国の状況を踏まえ
た、我が国に特有の項目を選定して行うべきである。 
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まとめ（１）環境影響評価書分析でわかったこと 

n国毎に異なる傾向が認められる 
• 米国は、事業段階毎にほぼ同一の項目を選定、英国、ノル

ウェー、ブラジルは、事例により評価項目数が異なる。英国
は評価項目が多く、ノルウェーは少ない傾向が認められ、
特に英国は事例により選定される評価項目数の差が大き
い。 
 

n評価項目により予測・評価の内容には濃淡がある 
• 現地調査データを利用しシミュレーション等により定量的に

予測を行っている項目は僅か。全体の1/3から半数の項目

については、文献を引用する等により数行の文章で予測・
評価が終了している事例もある。 
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まとめ（２）各国の制度でわかったこと 

n 海洋における石油・天然ガス事業に関しては、調査した8ヶ国（

英国、ノルウェー、米国、ブラジル、オーストラリア、南アフリカ、
インドネシア、マレーシア）でいずれも法律に基づく環境影響評
価が求められているが、 

• 実施制度が一般的な環境影響評価の制度又は石油・
天然ガス開発の事業を対象とした制度のいずれである
か 

• 環境事業評価が求められる事業の段階 
• 環境影響評価の審査を行う機関 

などは各国各様となっており、我が国が事業者に現況調査を求
めている規制方法は英国、ノルウェーなどに近い。 
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まとめ（２）各国の制度でわかったこと 

n 今回調査した国の多くは、事業を所管する機関が環境影響評
価書等の審査についても所管していた。 
• 海洋開発事業に係る環境影響評価制度の整備にあたって

は、事業先進各国の制度をさらに精査した上で、我が国に
適した有用な仕組みを取り入れていくべきである。 
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まとめ（３）今後の課題・望ましい施策 

n 海洋における開発事業については、既に「環境影響に配慮し、
持続可能な開発を目指す」といった適切な政策が掲げられて
いる。一方、この政策を受けた制度については、今回調査した
各国では事業者を支援するガイドライン、規格類の整備が充
実している。我が国でも海洋の開発事業における環境影響へ
の配慮等に関する制度ついて、特に鉱業法、鉱山保安法等の
下での評価等に関するガイドライン類の整備が有用と考えられ
る。 
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まとめ（３）今後の課題・望ましい施策 

n 日本で取り入れることが望ましい施策 
• 鉱山保安法のもと事業者が実施する現況調査の支援とな

るように、環境影響評価のガイドラインを整備する。 
ü在来型石油・天然ガス以外の海洋資源開発（メタンハイド

レート、熱水鉱床など）における環境影響評価を検討す
る際にも参考となる。 

• 開発対象とする海域は政府が指定し、その海域については
環境に関する広域のベースライン調査が不要となるよう、政
府が情報を整理し公開する。 
ü開発事業への民間事業者の参入を促進する有用な方策

の一つ。 
• 世界の環境影響評価のトレンドを把握するために継続的に

諸外国の環境影響評価書の収集分析を実施する。 
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ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 

大水深海底鉱山保安対策調査報告書は 
以下からダウンロード可能です。 

 
平成26年度調査報告書 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000154.pdf 
 

平成27年度報告書 
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/001009.zip 
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